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スコットランド啓蒙の思想課題

田　　中　　正　　司

1　フレッチャーの提起した問題・

　（1）経済学は，一般に，アダム・スミスの『国富論』と共に生誕したとされている。しかし，

体系的な経済理論の登場は，必ずしも『国富論』が最初ではない。経済循環把握ないし経済世界の

自然法則認識の成立をもって経済学の生誕と考えれば，「経済科学の創造」者の栄誉は，いうまで

もなく『経済表』（1758）の著者フランソワ・クネーに捧げられねばならない。1767年に公刊された

スミスの同国人ジェームズ・ステユァートの『経済学原理』のうちにも明確に「経済学体系」がみ

られる。スミスの『国富論』は，彼らより10～20年近くもおくれて上梓されたものにすぎないd

にもかかわらず，一般に経済学の生誕が『国富論』に代表されることには，・さまざまな理由が考え

られるであろうが，その主たる理由の一つは，スミスの経済学が道徳哲学の中から文字通り分化・

独立・生誕してきた点に求められる。

　周知のように，スミスの経済学は，道徳哲学の一分野として展開されたものであるが，このよう

に道徳哲学の中から分化・独立してきたスミスの『国富論』は，社会の商業化に伴う道徳間題に当

面していた18世紀のスコットランド社会の共通主題であった「富と徳性（Wealth＆Vir七ue）」の

問題に答えるために書かれたものであった。18世紀のスコットランド啓蒙思想の研究が今日経済学

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゐ　　　ぬ研究者の共通の関心の対象になりつつあるのも，ひとえにそれがスミス経済学の生成過程や『国富
　　　の　　　ヘ　　　　　　ヨ　　　リ　

論』の主題と構造を彼の生きていたスコットランド社会の当面していた課題に即してとらえるため

に不可欠な手掛りを提供しているために他ならない。最近におけるスコットランド研究の進展は，
　　　　　　　　　　　　　　コンテクスト
スミスの思想主題を当時の思想の文脈と当時のスコットランド社会の当面していた思想課題に即し

．てとらえることを可能にすると共に，スミスが『道徳感情論』と『国富論』で解明しようとしてい

た問題が，当時のスコットランド人の当面していた「富と徳性」問題に対する解答であった次第を

明らかにする道を開きつつあるのである。後に詳レく論証する『国富論』の「正義論」としての出

自と構造や，そのことのもつ意味も，こうした文脈の中でみるときより明確になるが，こうした視

角からするスミス経済学の主題と視界の問い直しは，たんなる訓詰趣味に基づくものではなく，現

在その存在理由そのものが問われている社会科学の本質・在り方の根源的反省にも資することであ

ろう。

　（2）スミスの経済学はもとより，当時の後進国スコットランドの特殊経験にのみ基づくもので

はない。スミスの社会科学体系が，より以上に古典古代以来のヨーロッパ思想の「共通の蓄積」の

所産であったことは，改めて指摘するまでもない周知の事実である。スミス自身の視野も，スコッ

トランドにのみ局限されていたのではない。スミスの目は，「スコットランドの経験」をこえて，

イングランド重商主義の世界的拡大に伴って，それへの対応を迫られていた世界各国，とりわけ，

非西欧諸国民の動態にもそそがれていたのであった。彼は，そうした世界史の流れの中で，環大西
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洋思想圏における二重の先進・後進問題に当面していた自らの祖国スコットランドの現実を冷静に

見据えていたのであるが，そうした「スコットランドの経験」に即した自らの世界史認識の進展に

伴って，彼の視座もフランス旅行以後，一段と拡大していったことはいうまでもない。しかし，ス
　　　　　　　　　　ゐ　　　ヘ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヘ　　　へ　　　　　　　ゐ　　　ヘ

ミスにおける経済学の生誕は，こうしたスミスの視座の世界史的拡大の所産ではない。スミスの

『国富論』は，後に詳しく論証するように，18世紀初頭以来のスコットランド社会が当面していた
ヘ　　ヘ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヨ　　　ヘ　　へ

特殊スコットランド的主題への「解答」として，『法学講義』「正義」論の主題の理論化の過程で形

成されていったものであった。スミスは，「天才の温床（hotbed　of　genius）」（1）であったといわれる

当時のスコットランドの思想風土の下で，スコットランドの経験に即して自らの主題を展開しなが

ら，その過程で経済学を生誕に導いたのである。スミスにおける経済学の生誕を主題とするわれわ

れの探求が，18世紀のスコットランドの現状認識から出発せざるをえない所以はそこにある。

　（3）「17世紀末のスコットランドは，経済的破綻と政治的衰頽に当面していた」（2）といわれる。

当時のスニ1ットランドは，「1690年代の経済危機」に象徴される極度の貧困にあえぎ，苦境に直面

していたのであるが，それは当時のスコットランドの経済的後進性とイングランドに対する政治的

従属関係によるところが大きかったといえるであろう。

　こうしたスコットランドの貧困と後進性，その原因としての政治的従属関係を打破して，スコッ

ト「ランドの独立と自由と繁栄を実現するにはどうしたらよいか。それが18世紀初頭以来のスコッ

トランド人の共通主題であったが，その方法をめぐる論争の契機になったのが，1707年に行われた

イングランドとの合邦の可否をめぐる論争であった（3）。スコットランドの経済発展は，イングラン

ドとの合邦による先進参加なしには不可能でないか。いや，合邦は，スコットランドの現状の救済

策たりうるものではなく，逆にイングランドへの依存・従属を強化するだけである。かりに，合邦

によって，スコットランドが経済的に発展し豊かになるとしても，その結果，人民が道徳的に堕落

して三二に走り，常備軍二専制支配下におかれるとしたら，どうなるか。それが，合邦をめぐる論

争当事者たちの最大の争点であった。

　この問題をめぐって，クロマティ（G．Mackenzie，　Earl　of　Cromar七y）その他の合邦主義者が，

「独立と経済改：革は，合邦による新しい自由の原理の導入に依存する」ωとしていたのに対し，リド

パス（George　Ridpa七h），アバークロンビィ（Pa七rick　Abercromby），ベルハーヴェン（Lord

Belhaven）らの大多数の合邦反対派は，スコットランドの「過去の武勇」を強調するたんなる精神

論にとどまっていたのであった。その中にあって，より広い歴史的展望の下に合邦反対論を展開し

たのがアンドリュウ・フレッチャー（Andrew　Fle七cher，1653－1716）である〔5）。

　（4）フレッチャーは，17世紀末以来「スコットランドの経済と政治の長期的再構成」（6）を目的

とする一連の論考を発表したが，そこでの彼の主要関心は，いかにしてスコットランドの「経済的

後進性と政治的従属」の悪循環を断ち切り，先進参加＝経済発展に伴う道徳の腐敗・堕落の危険を

喰いとめ，国民の自由と独立を確保するかという点にあった。この課題を環大西洋圏世界における

先進国と植民地，先進国内における先進一後進という二重の先進一後進関係の中でいかに解決する

か。それがフレッチャーの当面したスコットランドの基本問題であったが，フレッチャーは1697年

に刊行された『民兵・常備軍論』（7）で，この課題に対する彼の基本的な見解を展開している。この

パンフンットの特色は，1697－98年目イングランドの常備軍論争と対比するとき直ちに明らかにな

るが，フレッチャーの意義と独自性は「民兵と常備軍の問題を広い歴史的展望の下においた」（8）点

にある。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　バロこノ
　彼によれば，1500年以降のヨーロッパ諸国の政治の変容は，400年ごろ確立された領主一家臣関
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係を主体とする制限王政の崩壊＝⇒それに代る国王権力の絶対化に集約されるが，その原因は，印

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヘ　　　へ刷術の発明と羅針盤の発明に基づく新大陸との交通が，奢修とその社会的帰結としての領主の没落

と，それに代る傭兵⇒絶対主義＝自由の喪失をもたらした点にあるという。ブリテンだけは，「海

を国境とする境遇（situation）のお陰で」（9），「領主の力がなくなっても，傭兵軍はまだ確立されて

いない」（10）ので，例外的に自由を享受しているが，ブリテンでも常備軍は危険で，「常備軍は，か

の偉大な〔古代ローマ〕国民をも奴隷化した」〔11）ものに他ならないとして，民兵のみが徳＝自由＝繁

栄をもたらすことが強調されている。

　この歴史観には富の増大＝⇒奢修⇒腐敗⇒常備軍は，国民の徳性＝自由と相容れないという，

フレッチャーの基本思想がすでにはっきりと示されているが，その前提をなす商業⇒奢修⇒領主

の没落：⇒専制論と，それに対するブリテン例外論は，D．ヒュームやW，ロバートスンらのスコヅ

トランド啓蒙思想家の歴史認識の共通基盤をなしているもので，スミスの『法学講義』もその例外

ではない。むしろ，スミスの『法学講義』は，のちに具体的に論及するように，フレッチャーのこ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヘ　　　へうしたシヴィク的な民兵中心の歴史観をはっきりと前提しながら，その富⇒奢修⇒腐敗論とその

帰結としての常備軍否定論に対する反論として展開されたものであった。

　ヒュームやスミスもフレ・ッチャーの歴史認識を前提していたのであるが，ブレッチャーは，その

翌年の1698年に書かれた「スコヅトランド問題直訴」では，スコットランドの過去と現在の対比的
　　　　　　　　　　　　ヘ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　へ

考察を行うことによって，昔は民兵制度の下で自由と繁栄を享受していたのに，今ではイングラン

ドへの政治的従属関係のために常備軍出費を強いられ，それが貨幣不足と，その帰結としてのトン

ードと製造業の衰退によるスコットランドの貧困化の原因になっている次第を描き出している。彼

は，イングランドの13分の1の富，40分の1の地代収入しかないスコットランド（12）がいつまでも

貧困状態を脱却できないのは，その僅かな富をトレードや製造業に投入できずに常備軍維持費に充

てねばならぬためであると考えていたのである。

　スコットランドの現状の歴史的分析に基づくこの常備軍批判は，経済的後進性と政治的従属との

悪循環に悩む後進国のジンンマをついたものであるが，この「スコットランド問題二輪」でも，後

述の『法学講義』と同じ「以前は……，しかし今は……」（13）の歴史的対比と，ケースー環境分析が

行われていることが注目される。

　スコットランド啓蒙思想の特色をなす歴史的方法の一つの源流は，フレッチャーのこうした批判

方法そのもののうちにあったと考えられるが，フレヅチャーは1703年の「政府規正論」や「議会演

説」でも，ロンドンのような大都市の自由と繁栄が，巨富をもたらす反面，マナーの腐敗と国民を

奴隷化する常備軍を帰結するのに対し，民兵が「自由な政府の政治体制の主要な要素である」（14）次

第を強調している。その一方，これまでの「王冠連含（Union　of七he　Crown＞」カミスコットランド

の交易の衰退とイングランドへの貨幣の流出による製造業の破壊をもたらした次第を明らかにする

ことを通して，合邦が現状の救済策たりうるものでないだけでなく，合邦の結果促進されるイング

ランドやイギリスの植民地との自由貿易も，「スコットランドの人民をさらに疲弊させる」（15）危険

があるとして，大国主体の合邦のマイナスを指摘している。その上で，その対案として，シヴィク

的な三権分立と，統治と防衛とへの市民参加に基づくスコットランド議会の主導権の確立と，ヨー

ロヅパの平等分割による「連邦制連合（Federal　Union）」構想が展開されている（16）。

　　これらの論考にはイングランドの首都ロンドンの繁栄に象徴される，徳性を犠牲にしてひたすら

富を追い求めるイングランド重商主義の本質とその危険性に対する認識がほのみえるが，こうした

フレヅチャーの見解が必ずしも後向きでない証拠は，スコットランドの貧困と進歩のおそい（Slow
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Progress）の原因が，「トンードや漁業の軽視」より農業に求められ，法外な農業地代と現物納制
　　ストック
度が資本の蓄積を妨げ，土地改良（improvemen七）を阻害している次第が明確に認識されている点

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　サ　ヴァントにもみられる（17）。彼はこうした現状の改善策として，利子と大土地所有（「奉公人を使って耕作しうる
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　サ　ヴァント
面積以上の土地所有」）の禁止による中農育成と奉公人制による土地の政良を考えていたが（18），以上の

ような農業重視のフレッチャーの見解は，ヒュームやスミスの経済発展論や制度改革構想にも影響

を与えたものとして注目される。

　（5）合邦で「フレッチャーのヴィジョン」は敗れたにもかかわらず，「スコットランドの社会

的政治的条件に関する論争が，彼自身の時代にものちの啓蒙期にも，彼が規定したタームで行われ

るのが常であった」（19）のは，フレ・ッチャーの理論がこうした内容をもっていたためであったといえ

るであろう。問題は，その認識と対策のシヴィク性にある。フレッチャーの基本思想は，「民兵・

常備軍論」に展開されていた歴史観にあった。この歴史観は，民兵（militia）の没落で歴更を切り，

民兵の復活に徳＝自由＝富裕の実現の保障を求めるものであったが，1703年の「政府規正論」その
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　アグレリアン
他でも，都市が巨富⇒奢修⇒腐敗を生み出す次第が強調されると共に，その対応策として農本的

な「富の平等分配」論と，民兵参加＝徳＝自由のシェーマが繰り返されている。このようなフレッ

チャーの思想が，古典酌な共和主義を理想とするシヴィク思想に基づくスコットランド独立論にす

ぎないことは明らかである。より注目すべきは，フレッチャーには合邦主義者にみられたような法

学思想が基本的に欠如している点である。フンッチャーの思想は，個人的権利ないし権力からの自

由の観念に立脚する法学の伝統とは本質的に異なる「公共生活への参加の自由としてのシヴィク的

な自由概念」（20）に立脚するものであったのである。クロマティやシートン（William　Seton　of　Pi七一

medden）らの合邦主義者が「スコヅトランドの窮状に関するフンッチャーの診断を是認し」，「フ

レッチャーの挑戦の説得力を承認」しながら，「彼の解決は幻想的なものとして割引かれねばなら

ない」〔21）とした根本の理由はそこにある。

　（6）フレヅチャーの思想は，近代の商業社会の論理と本質的に相容れぬ原理に立脚していたの

であるが，にもかかわらず，フレッチャーが18世紀の啓蒙思想家に「深く永続的な衝撃」（22）を与

えた理由の一つは，彼が社会の商業化に伴う経済発展は必然的に「腐敗（corruption）」を生み出す

という「富と徳性（Wealth＆Virtue）」の緊張問題をイングランド重商主義批判とからんで提出

した点にある。フレッチャーがイングランド重商主義の首都ロンドンの自由と繁栄のうちにその典

型を見出したこの富と徳の問題は，近代の商業社会の本質にかかわる問題で，決してイングランド

にだけ特有の問題ではなく，18世紀のスコットランドにおいても，この問題が「政治社会の物質的

基礎と道徳的制度的上部構造を損うおそれのある世俗的な力の変化に敏感な〔シヴィク〕伝統」の下

で，「政治制度と経済発展との問の潜在的矛盾関係」㈱をいかに解決するかとの視点から，大きく

問題にされたのであった。商業の生み出す腐敗防止対策としての民兵論が，18世紀のスコットラン

ド啓蒙思想家たちの共通基本主題をなしていた理由の一つもそこにあるが，この富と徳性問題に対

するフレッチャーの解答は，前述のようにシヴィク理想で商業社会の問題に対処しようとしたもの

であった。プレ・ッチャーは，新大陸との交通に基づく商業の発展＝翁面の増大を歴史の必然として

受け止めながら，いまだその法則性を認識しえなかったため・古いシヴィク（公民）道徳論で商業社

会の現実を批判する他なかったのである。ヒュームやスミスがフレッチャーの提出した問題を自ら

の思想主題として受け止めながら，それに批判的に対決しようとした所以はそこにあるが，フレッ

チャー思想の根幹をなすシヴィク的発想は，フンッチャーのみの問題ではなく，後進国スコットラ

ンドのみの特殊現象でもない。
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豆　シヴィク・パラダイムの意義と限界

　（1）フレッチャーが依拠したシヴィク思想は，純粋政体は必然的に腐敗して堕落した形態に転

化しやすいが，混合政体も腐敗をまぬがれないので，腐敗を防ぐには「市民」の徳を保存しなけれ

ばならぬという，古典古代，とりわけ，アリス下テレスの政治思想に由来するものであった。それ

が，近代初頭以来の商業の発展に伴って，改めて経済発展に伴う腐敗（corrup七ion）の問題として

取上げられ，「古典的な徳と財産，徳と腐敗との対立に，第三の徳と商業との対立が結合された」（24）

ことにより，いわゆる「シヴィク・ヒューマニズム」の思想として定式化されることとなったので

あった。

　古典共和国の復活を理想としたマキァヴェルリから始まったシヴィク・ヒューマニズムの思想が，

マキァヴェルリの影響を受けたモンテスキューやルソーをへて，アダム・ファーガスンや独立前後

の合衆国の共和主義に影響する一方，「古典的・ルネサンス的共和主義ないしシヴィク・ヒューマニ

ズムの英国の歴史的・国家体制的範疇への主たる翻案者としてのハリントン（James且arring七〇n，

1611－77）」（25）に代表されるジョン・ゴミルトン，マーヴェル（Marvell），ネーヴィル（Henry　Ne－

ville），シドニー（Algemon　Sidney）等の共和国人の第一世代や，モレスワース（Rober七Moles－

worth），フンッチャー，トーランド（John　Toland）等の新ハリントン主義者たちにまで広く国際
　　　　　　　ヘ　　ヘ　　へ
的に受容された一つの共通の背景はそこにある。問題は，そうしたシヴィクの思想伝統が，「1698－

1714期に，ジョン・ポコックの教えるように，フレヅチャー的なスコットランドの合邦反対論やウ

イッグ共和国人やカントリー党反対派と共に復活した」（2ρだけでなく，カーマイケル，ハチスン，

ターンブルらのスコットランド啓蒙の第一世代からヒューム，スミスらの啓蒙の哲学者やジョン・

ミラー，ケイムズ卿にまで及んでいた点にある。マキァヴェルリからはじまった「シヴィク伝統」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヘ　　　へが，18世紀のスコットランド啓蒙思想の共通の枠組をなすものとして大きく注目されてきた理由は

そこにある。今日のスコットランド研究の隆盛も，ポコックの提出したシヴィク・パラダイムに対

する関心に基づくところが大であることは明らかである。

　（2）　シヴィク伝統とは，「公共生活への全市民の自由な参加」のための‘‘正規の政体”（regu1雛

consti七U七ion）と‘‘民兵”と‘‘参加”の‘‘徳”，それを台無しにする‘‘腐敗”を強調する思想伝統

であるが（27），シヴィクの本質は，「個人が市民として行為する場合にのみ自己完成に向っての個人

の成長が，可能になる」（28】とのポリス思想にある。それは，「人間の人格は，政治的動物（zoon

politikon）のそれであり，積極的な徳としての市民権（citizenship）の実践を通してのみ十分に表

現される」（29）という，古代のポリス的人間像に立脚するものであった。「正義や法の支配も」徳な

しには「国家の腐敗を防ぎえない」（30）というモンテスキューやハリントン，さらにはハチスンらの

すぐれてモーラルな政治観も，こうしたポリス的社会観に対応するものであったのであるが，シヴ

ィクの特色は，こうした道徳的政府（mor翫I　govermnent）の実現を妨げる元応⇒腐敗の解毒剤

として，公共精神，徳の実現，そのための公共参加，武勇の精神，立法者等の観念が重視されてい

る点にある。vivere　civile，　vir加S，　regUlar　conS七i七Ution，　luxUrieS，　cOrrup七ion，　militia，　legis－

lator（31）等の用語が，シヴィクの鍵用語をなす所以はそこにある。

　（3）18世紀のスコットランド思想は，大なり小なりこうしたシヴィク観念に立脚するものとし

て，フレッチャーの思想に最も典型的に表現されていたように，社会の商業化＝〈さらには重商主義

的な）経済発展の必然的帰結としての奢修⇒腐敗⇒常備軍⇒専制の危険に対し，土地均分法
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（Agrarian　Law）と民兵によるシヴィク（公民）的徳性の再建を通して，商業化のもたらす富と徳

性の矛盾を克服しようとしたのであった。18世紀のスコットランドにおいて民兵論が不変の中心主

題をなしていた理由の一つはそこにあるが（32），シヴィク思想の基本的難点は，商業社会の生み出す

富と徳性の矛盾をハリントン的な農本モデル（agrarian　model）によって解決しようとした点に

ある（33）。ヒュムーやスミスが強調したような「奢修」や「商業」のもつ意義に対する認識がみられ

ず，「平等」の経済的効果に何らの疑問がもたれていないのも，同じようなシヴィクの弱点と考え

られるが，こうしたシヴィクの反近代性を最も端的に象徴しているのは，シヴィクには新しい商業

社会関係が要請する法的な権利・自由ないし所有観念が基本的に欠落している点である。法学の基

礎概念は「権利と所有（jus　e七dominium）」で，権利は所有にかかわるが，シヴィクのいう市民
　　　　　　　　　　　　　　ヨし　　　　　ヘ　　ヘ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヘ　　ヘ　　へ

の権利ないし自由は，公共生活へ「参加する政治的自由」で，「権威からの個人的・法的自由」で

はない（34）。シヴィクの基本概念は，徳（virtUS）で，シヴィクは，個人の権利主張ではなく，公共

生活への参加のうちに共同体の一員としての個人の徳の完成＝自由の実現をみていたのである。こ

のような自由概念が法的でないことは明らかである。シヴィクには近代の商業社会関係の要請する

個人的権利・自由・所有の観念，換言すれば，「事物や他人に対する権利（jus）と所有権（dolni－

nium）」（35）の観念が基本的に欠落していたのである。「マキァヴェルリ，グイチャルディー二やハリ

ントンに法学的な用語法や仮定を見出しにくい」（36）のも，この事実に対応する。ハリントンやハチ

スンやモンテスキューが所有権を認めたのは，第一・義的にはあくまでも「それが市民権の自由な行

使に必要な物質的独立を授与するため」（37）でしかなかったのである。シヴィクが既述のように「正

義も法の支配も」徳なしには「国家の腐敗を防ぎえない」と考えていたのも，このような非法学的

な思想伝統に立脚していたためであったといえよう。

　（4）　シヴィク思想は個人的な権利（Right）の観念に立脚する法学の伝統とは基本的に相容れ

ない古典的な共同体思想に立脚するものであったのであるが，こうした反心学的なシヴィク思想が

18世紀ブリテンの政治状況の中で大きな意味をもったのは，ポコックのいうように，「それがウイ

ッグ寡頭独裁批判の様式として使われた」（38）ためである。ウイッグ政体は，トレードの拡大と軍事

力増大のための公債体制と政治的パトロン制度と，スコットランドを英国議会寡頭制の従属下に置

くことを可能にした合邦による大ブリテン王国を確立したが，シヴィックが「徳と商業との緊張」

を強調したのは，この現実を批判するためであった。ウイッグ重商主義とウォルポールの財政シス

テムの批判者たちは，ウイッグ政体の下での商業の発展は寡頭独裁的でしかなく，従属を拡大する

ものにすぎないことをみていたのである。シヴィク思想がコート（ウォルポール）に対するカント

リー（ボリングブロック）イデオロギーとして機能し，「急進・真正ウイッグ」がシヴィクであった

理由はそこにある（39）。ウイッグ体制の批判者たちはシヴィク論理でイングランド重商主義の支配に

対抗しようとしたのであるが，シヴィク思想がスコットランドでとくに強く支持されたのは，上述

のようなウイッグ重商主義体制の下で「フレッチャーの恐れていた害悪のいくつかが‘‘不平等”合

邦の帰結として生まれた」（40）ために他ならない。シヴィクがハリントン的農本主義に注目し，「古

典的市民理想を主張し」（41）たのも，こうしたウイッグ商業主義の帰結に危惧を感じたためであった

といえるであろう。

　シヴィク思想は，このように18世紀の政治動態の中でウイッグ寡頭独裁貿易論のもたらす‘‘従
　　へ　ゐ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　へ　ゐ

属”拡大批判のための体制批判イデオロギーとして登場したものであった。シヴィクが法学思想

（自然法＝市民社会論）とちがって，後進的・反体制論的性格をもち，後進国スコットランドで花開い

た所以はそこにあるが，それはウィヅグ重商主義の先進エゴに対するそれなりに正しい批判を含む
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ものであったといえるであろう。問題は，こうした古典的な共同体思想に立脚した農本的な，反法

学的なシヴィク概念では，合邦後のスコットランド社会が当面していた商業化の現実の下での経済

発展の要請に十分に対応しえない点にある。

皿スコットランド啓蒙思想の課題と特色

　（1）1730年代から顕在化しはじめたスコットランド「啓蒙」思想の課題は，一言でいえぼ，こ

うした合邦以降の商業社会化の現実の中で，商業化の不可避性と経済発展のための封建制打破の必

要性を認めながら，フレッチャー以来のシヴィクの提出した「富と徳性」の緊張（矛盾）の問題にど
　　　　　　へ　ぬ　　　　　　　レスポンス
のようにしてより前向きの応答をするかという点にあったといえるであろう。「18世紀全体にわた

って，どうしたら都市の商業社会の個人が，自由で，有徳な，とりわけ腐敗しない市民たりうるか

を説明しようとする試みがたえまなく行われた証拠がある」㈹といわれる所以はそこにある。18世

紀スコットランドにおいて「商業と自由をめぐる主題」がヒューム，ケイムズ，ファーガスン，ス

ミス，W．ロバートスン，　J．ミラー等のスコットランド啓蒙思想家の市民社会論の共通のライトモ

ティーフとなり（43），「ポリスの代りに洗練（poli七eness），オイコスの代りに経済が代置され，古典

的市民の代りに……ホモファーベルとメルカトール（心入）が現われた」（鋤のも，同じような時代背

景に基づくものであった。こうした傾向は，もとよりスコットランドのみの特殊現象ではなく，「ア

ディスン，スウィフト，ポープ，ジョンスン等のオーガスタン時代の文学者たち」㈲や，モンテス

キューその他のフランス思想の共通主題でもあったが，スコットランドの啓蒙思想家たちは，こう

した時代思潮の下で，富と徳性との緊張を解決するため，「経済的な改良と同時に道徳的な改良を

も」㈹実現するという二重の課題に取組むこととなったのであった。そうした共通関心の下に当時

のスコットランド人が教会や大学やクラブその他で行ったさまざまな活動が，大なり小なりすべて

今日「スコットランド啓蒙」という言葉で総称されるスコットランドの啓蒙・近代化のための思想

運動の一部をなしていることはいうまでもない。30年代以降の啓蒙思想家たちが徐々に批判・克服

の対象とするに至ったシヴィク・ヒューマニズムの思想それ自体が，富と徳性との緊張解決のため

それなりに経済的・道徳的改良を意図していた限り，スコットランド啓蒙の一：翼を担うものとして，

「啓蒙」と無差別に考えられてきた所以もそこにある。しかし，30年代以降のスコットランド啓蒙

の真の特色は，あくまでも上述のごとき社会の商業化の現実の中で，それに伴う時代の要請により
　　　　　　　　　　　　　　　　　　マ　　ヘ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヘ　　　ヘ　　　　　　　　　　　　　ヘ　　　ヘ　　　　　　へ　　　ゐ

前向きに答えるために，古いシヴィク的公民社会論に代る新しい市民社会の倫理と論理の構築の必

要に迫られていた点にある。

　（2）18世紀の「スコットランド社会思想が……シヴィク〔公民〕面出の実践と一体化された古典

的な人格理想に対するイデオロギー的代替物として現われた」（47）といわれる根拠はそこにある。そ

の代表者としてのヒュームやスミスが行ったことは，こうした時代背景の下で，社会の商業化に伴

う政治制度と経済発展との緊張（摩擦）を農本的なシヴィク（公民社会）・モデルに代る新しい市民社

会モデルで解決することであった。ポコックの言葉を借りていえば，「われわれは，スコットラン

ド思想をこのようにシヴィク・ヒューマニズムのパラダイムに対する応答と考えるとき，アダム・

スミスが『道徳感情論』から『国富論』へどのように移ったかについても，より十分な理解をう

る」働ことができることになることであろう。スミスの社会科学は，一言でいえぼ，シヴィクに対
　　　リプライ
する「解答」であり，『国富論』の経済学は，後向きの重商主義批判者としてのシヴィクに対する

リプライ

「返答」として生誕したものであったのである㈹。その次第は，のちに詳しく論証するように，『国
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富論』の主題が『法学講義』「正義」論におけるシヴィク的平等・奢修観とその対極をなす重商主義
　　　　　　　　　　　　　　　　ら　　ヨし　　へ
的独占・特権の両面批判の論理の理論的論証であった点にも示されているが，こうした新しい市民
　　　　　　　ヘ　　　へ社会理論形成の媒体としてヒュームやスミスに理論的武器を提供したのは，グロティウス以来の近

代自然法の伝統，とりわけ，プーフェンドルフとロックであった。

　スコットランド啓蒙の社会理論の母体をなしたのは，グロティウス以来の近代自然法の伝統であ

ったのであるが，自然法がこうした機能を果しえたのは，それが法的な権利＝所有の原理に立脚す

るものとして，社会の商業化の要請に答える論理としての構造をもっていたためであった。これに

対し，ポコックによって定式化されたシヴィク・パラダイムは，18世紀スコットランド思想と，

その中から成立した社会科学の主題と文脈・用語・読者を理解する上で不可欠の役割を果しはした

が（50），哲学や法学のようにスコットランド啓蒙思想とその一つの帰結としての経済学の‘‘生誕”の

秘密とその内実を解き明かすための「本街道（high　road）」をなすものではなく，ポコヅク自身が

認めているように，せいぜいそのための「トンネル掘りにたとえられる」「坑道史」（51）としての意義

をもつものにすぎないものでしかなかったのである。ポコックやウィンチその他のシヴィク派の研

究者が，18世紀スコットランド思想研究におけるシヴィク・パラダ’イムの意義を強調しながら，一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヘ　　ヘ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　へ　　ゐ

様に経済学の生誕の問題に沈黙し，スミスがなぜ経済学を構築したのか，スミスだけがなぜ経済学
　　　　　ヘ　　へ
を生誕させえたのかに答ええない根本の原因はそこにあるといえるであろう。

　しかし，18世紀スコットランド啓蒙思想の意義と特色は，社会の商業化の要請に答えるための論

理としての自然法を導入した点それ自体にあったのではない。フレッチャーその他のシヴィクの提

出した「富と徳」の緊張問題への対応を迫られたスコットランド啓蒙思想の真の特色は，市民社会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヘ　　　ヘ　　　　　　　　　へ
の論理としての17世紀以来の近代自然法の論理を道徳哲学化することによって（52），「富と徳性」問

題に応答しようとした点にある。これこそ商業化の渦中にあったスコットランド「啓蒙」の真の中

心主題をなすものであったが，この課題に対する啓蒙思想家の対応の仕方には二つの対極的な道が

あったようにみえる。教会内の穏健派知識人や常識哲学者その他の多数派と，ヒュームとスミスの

それである。

　（3）穏健派知識人の一員であったファーガスンや，ケイムズとリードに代表される常識哲学者

その他の多数派の道徳哲学の共通の特色は，フレッチャーと同じように富（Weal七h）より徳（Virtue）
　　　　　コ　　　で　　　　　　　　　　　　　ヤ　　　つ

を重視し，道徳哲学で経済問題に対処しようとした点にある。彼らがほぼ一様にハチスン的仁愛論

を採用し，配分的正義の政策的実現を意図していたのはそのためであるが，18世紀中葉の啓蒙思想

家は，文明（商業社会）化の歴史的必然性をそれなりに認めた上で，その現実に対処しようとする傾

向を強めていたようにみえる。

　たとえば，アダム・ファーガスンは，56年の「民兵論」で，フレッチャーに従って，領主一家臣

関係に立脚していた民兵制度が通用しなくなった時代の変化を指摘しているだけでなく，そうした

時代の変化をもたらした商業の誇るべき成果を積極的に承認することから筆をときおこしている。

彼は，「商業が富を増大し，富が大々的に卓越と名誉の印となった」（53〕時代の趨勢をはっきりと肯定
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　マ　ナ　　へ
していたのであるが，同時に，そうしたアーツと商業の発展に伴う生活様式の変化が，民兵を困難

ならしめるだけでなく，武勇を軽視して，「トレードと製造業だけがわが国では唯一必要な事柄で

あるとの意見」（54）すら生み出すに至った次第をみていたのである。ファーガスンは，こうした現実

認識から商業と防衛のジンンマを解決し，「軍事精神と世俗的・商業政策とを適合させる」（55）方法と

して，労働者階級と民兵奉仕の担い手としての自由土地保有者層との機能の分割を説くこととなっ

たのであった。彼が民兵奉仕を自由土地保有者を主体とした自由民に制限して，「小屋住み農や，
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日雇労働者や奉公人たちはすべて除外した」（56）のは，そのためであった。

　ファーガスンは，1767年に公刊された彼の主著『市民社会史論』でも同様に，ロバートスンの指

摘するように，未開から文明への移行に伴う分業の発展が，中産階級の価値を改善する次第をはっ

きり承認しながら，同時に，それが「政府の世俗的機能と軍事的機能の分割」（5のに伴う市民の道徳

的腐敗をもたらすことから，商人階級と統治階級の機能の分離と，上級身分による軍事訓練の必要

を強調している。

　このようなファーガスンの見解が，商業化の意義と必然性・その帰結をはっきりと認めた上で，
　　　　ヨ　　　へ
富と徳の両立を意図したものであることは明らかである。しかし，ファーガスンがこれらの論考で
　　　　　　　　　　　　　　　　ヘ　　カ展開した商人（労働者）と市民の機能分担論は，必ずしもフレッチャーの提出した「富と徳性」問題

に答えるものではなく，逆に奉公人に労働を行わせ，市民階級に軍事訓練を課すことによって富と

徳の両立を図ろうとしたフレッチャー的なシヴィク民兵論の伝統を復活させたものにすぎない。彼

がスパルタの例を市民社会に妥当させようとしていたこともその一つの証左である。こうしたファ

ーガスン思想の実態は，彼がヒュームの道徳的楽観主義に反対し，「戦時には人日や資源の多さが

有利になるが，にもかかわらず，国の力は，富や人民の数の多さからではなく，国民の道徳的性格

から引き出される」ものであり，「徳性こそ国の力の不可欠な構成要素である」（58）としていたこと

にも示されているといえよう。ファーガスンは，18世紀中葉の市民社会思想家として文明化の歴史

的必然性をはっきりと承認しながらも，いまだヒュームやスミスのように中産階級における富と徳

性の両立の可能性を信じることができなかったため，フレ！ッチャーの提出した問題に超越的な道徳

主義で対処する心なかったのである。

　法学を欠如していたマキァヴェルリやフレッチャーとちがって，近代自然法の論理に基づく道徳

哲学の構築を意図しながら，なおかつ「正義」の問題を「仁愛」原理で解こうとしていたハチスン

や，コモン・ローの商業社会的改革を主題としながら奢修に否定的な態度をとっていたタイムズや

ミラーの道徳哲学も，本質的にはファーガスンと同じような道徳主義に立脚するものであったとい

えるであろう。

　（4）　こうした多数派の道徳哲学に対し，ハチスン道徳哲学の批判的継承を意図したヒュームと

スミスは，シヴィク的仁愛市民社会論と異なる交換高正義論を市民社会の原理とし，商業が自由と

徳性をもたらす富＝徳の可能性を社会科学的に論証することによって，経済学の生誕への道を拓く

こととなったのであった。ヒュームとスミスは，穏健派知識人や常識哲学者その他の大多数の道徳

哲学者たちとちがって，商業社会の問題をより社会科学的に解明することによって，富と徳の矛盾

を社会科学の論理で解決しようとしたのであるが，こうしたヒュームとスミスの接近がスコットラ

ンド啓蒙思想全体の展開過程の中でどのような位置を占めるかは大きな問題であり，ましてや，そ

れをスコットランド啓蒙の必然的帰結とみることにはより以上に異論があることであろう。スコッ

トランド啓蒙の主流をなしたのは穏健派知識人で，その最後の代表者は常識哲学者たちであった。

しかし，そのことは，必ずしも少数派のヒュームやスミスがスコットランド啓蒙の思想運動の中で

は異端であったことを意味するものではない。ヒュームとスミスも，フレッチャーが提出した問題

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リプライ
をファーガスンその他と同様，正面から受けとめながら，その課題に答えるための解答の探求の過

程で啓蒙の社会科学を生誕に導いたのであるが，こうした結論のちがいが生まれた根本原因は，自

然法の道徳哲学化の武器としての「道徳感覚」の受容の仕方が，ヒュームースミスとそれ以外の思

想家とではちがっていた点にあったように思われる。しかし，こうした経済学の生誕の鍵をなす主

題を理解するためにも，われわれはまずスコットランド「啓蒙」の基調をなしたスコットランドに
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おける自然法学の系譜を知らねばならない。

IV　自然法学の系譜

（1）スコットランドの法学者たち

　（1）　これまでのスコットランド啓蒙研究ではシヴィク・パラダイムに関心が集中し，スコット

ランド啓蒙における自然法の系譜は明らかにされていない。D．フォーブズの言葉を借りていえば，

「スコヅトランド啓蒙では自然法はドック入りしていて……視界から見えない嫌いがあった」（59）の

である。「アダム・スミスの思想の非体系性を強調することを好む入が出る」理由もそこにあるが，

スミスが「意図していた自然法学の体系の光りに照らしてみれば，スミスの思想は，意識的に非体

系的であるというよりもむしろ断片的であるという方がよい」㈹）ことが分かるであろう。これまで

の研究史には「初期自然法思想家の世俗性を誇張し，その経験性を否認する傾きがあった」（61）が，

私がかつて論証の主題とし，フォーブズその他の最近の西欧文献でも指摘されているように㈹，

18世紀思想は，「自然法の先祖から伝えられた‘‘経験的”伝統をより精密に経験的たらしめる試み

であったという方がより正しい」（63）のである。とりわけ，「18世紀のスコットランドほど17世紀自

然法の諸テキストが多くの関心をもって受容された地域はどこにもなく，フランシス・ハチスンも

デヴィド・ヒュームも，トマス・リードもケイムズ卿もアダム・スミスもみな，所有権の本性や，所

有権や平和，繁栄，自由と徳性との関係に関する自らの理論を展開するために自然法の伝統を使い，

その方法に従っていた」㈹のであった。スコットランドにおける「社会科学への新しい関心は，自

然法を葬り去ろうとする願望よりも，それを近代化し，救い出そうとする願望に発していた」（65）の

であり，「グロティウスとプーフェンドルフとその信奉者たちの自然法は，実際にはスコットラン

ド啓蒙の社会理論の母体であった」㈹のである。アダム・スミスの思想体系が，のちに本論で詳し

く論証するように，「スコットランド啓蒙が受け容れていたそれまでの自然法学との完全な断絶で

あるよりも，むしろ，それをはるかに徹底的に洗練した形で継続したもの」に他ならず，「文明進

歩に関するスミスの段階理論も，特定環境への自然法原理の適用問題の単純化〔私のいう特定自然法

の展開〕とみられうる」（61）ことも，この事実を確証するものといえよう。

　（2）スミスに集約されるスコットランド啓蒙の社会科学の中心主題は，一言でいえば，自然法

の経験（主体）化にあったのであるが，その出発点をなしたのは，サミュエル・プーフェンドルフの

自然法学である。しかし，プーフェンドルフの『義務論』がアリストテレスやヘンリ・モァに代っ

て道徳哲学の指定テキストとして使われるようになったのは，名誉革命以後のことで（68），スコット

ランドの法学者たちは，それ以前からローマ法の強い影響下にあったのであった。スコットランド

には，クンイグのいうように，イングランドその他とちがって，固有の「成文法が著しく不足して

いたため，いろいろな問題について自然にローマの市民法に従う」（69）場合が多かったのであるが，

スコットランドにローマ法が組織的に導入されるようになったのは，P．スタインによれば，1532

年以降のことで，それまではカノン法の力を借りた「ローマ法化されたカノン法の訴訟手続き」に

従っていたのが，以後はカノン法を媒介にした間接的な形より，ローマ法から直接スコットランド

法に組み入れられる場合が多くなった」（70）とのことである。

　ローマ法の導入によってスコットランドの法律に最初に原理的な基礎付けを与えたのは，クンイ

グ（Thomas　Craig，1538－1608）の『封建法』（Jl％s刃甜dαZθ，1655，執筆は1603年頃）である。彼は
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「ばらばらな封建法を一つの調和のとれた全体にまとめるモルタル」（71）にローマ法を使ったが，そ

の趣旨にそってスコッツ法の統一をしたのがステア（James　Dalrymple，　Lord　S七air，1619－95）

と，マッケンジー（George　Mackenzie，1636－91）である（72）。ステアは，自然法学者として自然

的秩序の存在を信じ，「法は‘‘理性の命令”である」（73）と考えていたが，ローマ法の衡平性にロー

マ法に依拠する根拠を求める一方㈹，「有名な“四段階”理論」の先駆的な思想を展開していた㈲

ことが注目される。同様に，ローマ法のスコットランド化に貢献したアースキン（76）（John　Erskine，

1695－1768）にも，純粋な自然状態に適用される第一自然法と，所有権のような国家の成員に適用さ

れる後天的乱発的な第二自然法との区別に基づく所有権の歴史性認識がみられるが㈹，彼らは契約

遵守の義務を神聖視する一方で，所有権を公共の利害に基づく制限に従属させる自然法の伝統に従

っていたのである。

　ローマ法の多くの規則は，これらの法学者の力でスコットランド法に合体されたが，ローマ法が

一般的に適用されたのは，先占（occupa七io），添付（accessio），譲渡（traditio），混和（com－

mix七io）等の動産と契約に関する法律で，土地は封建法によった。しかし，不動産についても，封

建的権利と関係がないものについては，、ローマ法が一般原理とされた（78）。スコヅトランド法は，

「その元になったローマの諸制度に関する知識なしには十分には理解しえない」といわれるほど「「歴

然とローマ法の特徴を備えていた」㈹のであるが，これらのローマ化されたスコヅトランド法が英

法と共にケイムズの法学やスミスの『法学講義』の議論の一つのベースになっていることは明らか

である。

　これらの法学者も，哲学者たちと同様，グロティウス，プーフェンドルフ，カンバーランド（Ri－

chard　Cumberland，1631－1718）を大量に引用していたが，双方の間には接触がなく，「ハチスン

とヒュームは，アースキンが彼らのことを知らなかったように，ステアのことを知らないようにみ

える」（80）とのことである。この二つの潮流を合致させ．たのは，’スコットランド法の原理的改革を意

図したケイムズであったが，両者の共通の基盤をなしていたプーフェンドルフをスコットランドに

広く紹介することを通して，スコットランド道徳哲学の転換に決定的な役割を果したのは，カーマ

イケル（Gershom　Carmichael，167iM729）である。

（2）　カーマイケル

　（1）カーマイケルは，グラスゴウ大学の道：徳哲学講座の最初の担当者で，ハチスンとスミスの

前任者として1727年にグラスゴウ大学の道徳哲学教授になったスコヅトランド哲学の建設者の一

人である。彼は，その間，プーフェンドルフの『義務論』を「道徳哲学」の指定テキストとして使

用したが，カーマイケルの名を不滅にしたのは，彼がテキストにつけた「序文」と「注記と補遺」

である・（81）。ハチスンはこの注記をテキスト自体よりも価値があるとしていたが，このノートはプー

フェンドルフの法学には神学的基礎が欠けていることをきびしく批判したライプニッツに影響され

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コし　　へたものであった。プーフェンドルフは，道徳哲学ないし倫理学が自然法学，すなわち，「事物の本性
　ヘ　　へ
と環境に基づく人間と市民の義務の論証」に他ならないことを明らかにしたが，ライプニッツは，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヘ　　　へこのようなプーフェンドルフの自然法観を入閤の行為の外面しかみず，その「動機や意図」をみない

ものと・して批判し，法学は神学と結びつかねばならぬとしたのであった。その線にそってプーフェ

ンドルフの自然法学を再構成したのが，『義務論』を教科書にしたカーマイクルの「道徳哲学」講義

である。彼はそこで「道徳哲学は自然神学の上に建設されねばならない」としてデザ・fン（神の宇宙

計画）論を展開しているが，彼はこの宇宙計画論を物質界よりもむしろ道徳・政治界に適用し，マル
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ブランシュに従って，・人間は，感情や本能を通して知覚界と結びつき，「他人の感情を模倣し同感

する本能的傾向」によって他人と結びつくが，このような他人と共生する能力は，人間が自ら発明

したものではない自然的な本能ないし感情によるものなので，それは摂理に基づいていると考えた

のである（82）。

　このカーマイケルの思想は，ハチスン，ターンプル，ケイムズの自然神学，それを支柱とする道

徳感覚理論の基礎をなすものとして，スミスの自然神学とそれに立脚する『道徳感情論』の倫理学

を理解する大きな手掛りをなすと考えられるが，このような自然神学を根拠にしたプーフェンドル
　へ　　　あ　　　　　　ヘ　　　へ　　　ゐ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　へ　　　む

フ法学の倫理学的とらえ直しの意図が，後述のハチスン，ターンブル，ケイムズ，スミスらの道徳

哲学（自然神学を基底にした自然法学の内面主体化）の契機をなすものとなったのであった。プーフェン

ドルフの『義務論』のカーマイケル版が注目される所以はそこにあるが，彼の意義は，たんにこう

した形でスコットランドにおける自然法学の導入と，その道徳哲学化の基礎を築いた点にのみあっ

たのではない。

　（2）カーマイケルの所有権論と統治論は，ハチスンのそれと同様，プーフェンドルフの法学に

ロヅクの政治論を結合させたものであるが，彼はプーフェンドルフが「消極的共有」論の上に「同

意」を導く矛盾をみ，ロヅクの労働所有論の正しさをはっきりと認識していたのであった。ハチス

ンやターンブル，ヒュームらが「先占（occupation）」の理論として描いたのは，この労働所有理

論であり，「アダム・スミスやヘンリ・ヒュームその他の人びとが，これまで未占有の世界を人び

とが占有しはじめたとき，どのような種類の労働，どんな仕事（occupa七ion）に従事していただろ

うかを問うた」㈹のも，そのためであった。18世紀のスコットランド人たちは，カーマイケルを通

してロックの所有論を学んでいたのであるが（84），カーマイクルはこのような所有権論の上に政府論

を展開していただけでなく，プーフェンドルフの契約説の虚構性に対する批判に答えて，所有権と

支配権を区別し，ロック的な所有権論を基軸にした政治社会起源論を展開しさえしていたのであ
る（85）。

　カーマイケルは，プーフェンドルフとロックに代表される近代自然法の伝統をスコットランドに

伝える上で決定的な役割を果していたのであるが，こうした形で紹介されたプーフェンドルフとロ

ックの思想をベースにしながら，カーマイケルのノートの線を発展させることによって，18世紀の

道徳哲学に新たな道を切り拓いたのが，スミスの師フランシス・ハチスン（Francis　H：u七cheson，

1694－1746）である。

（3）ハチスン

　（1）ハチスンは，一般に「道徳感覚」理論の創始者として知られ，研究もその方面に集中して

いるが，当時のヨーロッパでハチスンが注目されたのは，一般的には道徳哲学よりもむしろ政治学

の領域においてであったといわれる（86）。キャロライン・ロビンスは，そうしたハチスン思想の政治

学的意義を強調して，「18世紀思想に対するハチスンの最も独自な貢献は，疑いもなく政治学の領

域においてなされた」（87）ものであるとのべている。この解釈はかなり一面的であるといわざるをえ

ないが，ハチスンの同僚であったリーチマンも，ハチスンの『道徳哲学体系』の「序文」の中で「彼

が毎年講義の中で政府の起源を説明し，そのさまざまな形態を比較するさいに，人類の幸福に対す

る市民的・宗教的自由の重要性を説くことに……特別の関心を払っていた」（88）次第を強調している。

ハチスンは，その人生の前半をアイルランドですごし，後半をスコットランドに捧げた人間として，

当時のスコットランドやアイルランドの現実に深い関心をもち，祖国の現状を「改善（improve）」
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するための「世俗権力に関する最良の設計図を考案すること」（89を『道徳哲学体系』の主題として

いたのである。彼が，契約説や抵抗権説を主張し，奴隷制をきびしく批判していただけでなく（go），

議会改革提案や長子相続制度の廃止を主張していた理由もそこにある。彼は，ロビンスのいう「急

進・真正ウイッグ」として，自由と独立に深い関心をもっていたのであるが，とうした急進ウイッ

グとしてのハチスン政治論の一つの特色は，そのシヴィク性にある。

　（2）ハチスン思想のシヴィク性は，彼がハリントン的な権力と所有のバランス論に立脚する道

徳的政治観を展開している点に最も端的に示されている（91）。彼が，政府だけが大社会の「安逸と富

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　へ　　　じと奢修のもたらす腐敗」を防ぐことができるとして〔92），政府形成の誘因を「人びとの恐れる侵害に
　　　ゐ　　　し　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヘ　　ヘ　　　　　　ヘ　　へ

対する防衛の獲得と，大衆の協力による全般的幸福の増進」（93）に求めていたのも，同じような考え

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヨも　　へ方に基づくものに他ならない。ハチスンは，商業社会の「富と奢修」のもたらす不平等と腐敗に対

し，政府の力による腐敗の矯正と配分的正義の実現を考えていたため，政府の任務を侵害防止（交換

的正義の維持）に限定することなく，全般的福祉の増進（配分的正義の実現）をもそれに含め，「賢明な

法律は，マナーを文明化し，人びとの気質を改善して有徳ならしめさえする」（94）と考えていたので

ある。彼が，その道徳哲学体系の中で，すぐれてシヴィク的な奢修⇒腐敗論や（95），「少数者の手中

への富の不適切な増大を妨げるような土地均分法（Agrariall　Laws）」（96）提案，さらには，シヴィ

ク的な「立法者」（97）論や民兵教育論（98）を展開していたのも，この事実に対応するものといえるであ

ろう。「あらゆる法の目的は，一般的善と人民の幸福にあるが，それは主として彼らの徳性に依存

しているので，立法者は，あらゆる正当で効果的な方法によって，徳の真の原理を増進させること

を職務とすることによ砺人びとがあらゆる尽力（good　o鐙ces）をつくし，それぞれの地位で彼らに

託された信託に忠実であるようにするために，彼らを敬神と同胞に対する正しく平和的で親切な性

向に導かなければならない。犯罪が犯されたときにそれを罰するだけでは貧しい治政（poor　policy）

にすぎず，貴族のなすべき職務（noble　ar七）ほ，悪を防ぎ，そのような情念を規制し，悪徳に走る

ことのうちに大きな幸せがあるという誤った考えを矯正するような教育や指導や訓練をあらかじめ

工夫することである」（99）という彼の言葉は，こうしたハチスンの考え方を象徴したものに他ならな

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヨし　　もい。彼が無記名投票（ballo七）や順番制による人民参加を柱とする議会改革論を展開していたのも，

モレスワースかハリントンの影響によるものであった（100）ことが注意される要がある。彼は，シヴ

ィクの伝統に従って，「人類の腐敗は，市民政体をより必要ならしめるようにみえる（101）」として，

富と義賊のもたらす腐敗を防ぐための「政治体制の適切な設計図（good　plan　of　poli七y）」ないし

「世俗権力に関する最良の設計図（best　plans　of　civil　power）」（102）を構想していたのである。

　（3）しかし，ハチスン思想の意義と特色は，彼がこうしたシヴィク的なmoral　govemmen七

．論を展開する一方で，プーフェンドルフとロックの自然法を基軸にした近代的なpolitic烈govern－

ment観に立脚する新しい市民社会の倫理と論理を手探りしていた点にある。彼が，その道徳哲学

体系の第二巻で，のちに詳しく論証するように，プーフェンドルフに従って，正義の対象としての

「完全権（perfec七Righ七）」と仁愛の対象としての「不完全権（imperfec七Right）」とを区別す

る（103）一方，ロック的な労働所有原理に基づく近代的な所有権の基礎付けの上に，スミスの『法学

講義』の基礎をなした自然法学体系を展開していたのが，その何よりの証左である。ハチスンは，

少数者の手中への富の集中に反対し，「多数の人民の自由と安全は，少数の家族の快楽とはそれが

無害なものでも決して秤にかけられてはならない」（104）としていたが，そのことは必ずしも所有権に

対する生存権原理の優先を意味するものではなく，彼は「完全無制限な所有権」をそれなりに承認

1していたのである（105）。
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　このようなハチスンの思想は，彼が合邦以来のグラスゴウの繁栄に象徴される商業化の意義と必
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ライト
然性をはっきりと承認した上で，それに見合った近代的な権利＝法の理論を近代自然法の論理に従

って展開しようとしていたことを示すものに他ならない。ウィンチが，ハチスンの意義を，彼がシ

ヴィクでありながら，同時に，自然法の伝統にも属していたという，二つのパラダイムを体現した

希有な例である点に求めたのは（106），こうしたハチスン思想の両極性をついたものといえないことは

ない。しかし，ハチスンの意義は，彼がウィンチのいうようにシヴィクと自然法の二つのパラダイ

ムを一身に体現していた点それ自体にあったのではない。

　（4）ハチスン思想の本当の意義と特色は，のちに論稿で詳しく論証するように，彼が近代自然
　　　　　　　む　へ　ゐ　　　　　　　　　　　　　　　う　ヘ　ヘ　ヘ　ヨ

法の論理を道徳感覚理論によって経験主体化することによって新しい市民社会の道徳哲学を構築し

ようとした点にある。「ハチスンがスコットランド啓蒙の‘‘父”として一般に認められ」（107），ター

ンブルと共に，自然法の経験的伝統の経験化の担い手の一人であった〔108）とされる理由もそこにあ

る。こうした道徳感覚原理に基づく自然法の経験主体化とそれによる新しい道徳哲学の展開の努力

こそ，「デヴィド・ヒュームの注意を喚起した哲学の新しい方向」としての「倫理学の分野への経験

的方法の適用」（109）の道を拓いたものとして，ヒューム，ケ・イムズ，スミスらのスコットランド啓蒙

思想の共通の基底をなすものとなったのであった。スミスの自然法学理解にプーフェンドルフーロ

ックーハチスンの線が大きく注目さるべき根拠もそこにある。ハチスンは，ハリントンやイングラ

ンドの共和主義思想の伝達者であったモールスワースからつよいイデオロギー的影響を受けながら

も，理論的にはグロティウス，プーフェンドルフ，ハイネキイウス（Johann　Heineccius，　J。　G．，

1681－1741）やカンバーランドらと，ロヅクとシャフツベリの影響下に自然法学の道徳感覚主体化を

主題としていたのである（110）。

　これまでの西欧のスコットランド研究においては，ロビンスの先駆的業績にもかかわらず，一と

いうより，正しくはロビンスがハチスン思想の政治性を一面的に強調したため一面チスン自然法学

の研究はようやくその緒についたばかりで，『富と徳性』にはハチスン論はなく，『アダム・スミス

の政治学』でハチスソースミス関係にいち早く注目したウィンチも，ハチスンの「道徳感覚」理論

がハチスソースミス関係の根幹をなしている次第はみていないが（111），ハチスンが創始した道徳感

覚（感情）原理に基づく自然法学の展開こそ，後述のごとく『道徳感情論』から『法学講義』をへて

『国富論』に至るスミスの社会科学体系を理解する上での最大の鍵をなしている次第が大きく注目

される要がある。

　（5）問題は，彼がこうした形で自然法の道徳感覚化による新しい市民社会の道徳哲学の構築を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゐ　　　ゐ意図していたにもかかわらず，いまだヒュームやスミスのように（道徳）感覚原理に基づく自然法の

法則性を認識しえなかったため，市民社会の矛盾の解決をシヴィク論理に求めざるをえなかった点

にある。彼が『体系』の第2編で前述のような自然法論を展開しながら，同じ『体系』の第3編の

「市民政体」論では，既述のように商業＝奢修のもたらす腐敗の危険を説き，政府の力による徳性

の実現を強調した所以はそこにある。彼が，ロック的な所有権原理に立脚する「正義」の法の構築

を自然法学の主題とし，「不完全権」と区別された「完全権」を正義コ法＝市民社会の原理としなが

らも，正義論そのものの中に仁愛原理を導入し，より高次の正義は不完全権を含むとしていたのも，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヤ　ゐ　　同じ理由に基づくものに他ならない。ハチスンは，商業社会の規制原理を自然法に求めながらも，
　　　　　　　　
いまだその法則性を信頼しえず，ましてや，それを現実批判の武器となしえなかったため，自然法

の論理にシヴィク論理を混入し，シヴィク論理で自然法＝市民社会の論理の矛盾・限界を揚棄しよ

うとしたのである。「経済と政治の関係に関する彼の論評が，実際上は権力と所有を均衡させるに

一14一



は農地均分法が必要であるとする少数のハリントンの命題に限られている」（112）かのごとくみえる

理由も，そこにある。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヨし　　ヨじ　　へ　このような論理展開は，ハチスンの思想世界においてはいまだ自然法の論理が当時のスコットラ
　　　　　　　　　ヘ　　　ヘ　　　ヘ　　　ヘ　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヘ　　　ヘ　　　　　　ヘ　　　サ

ンドの当面していた実践課題に対する理論的解答たりえなかったため，ライト（Righ七）の原理に

立脚する自然法の世界の統轄者としての政治論の世界にシヴィク的な徳の論理を導入することによ

って，「富と徳」の問題を解決せざるをえなかったことを示すものといえるであろう。「啓蒙の第一　

世代の教授たち一カーマイケル，ターンブル，ハチスンーが，彼らの近代化された法学と社会

道徳の体系をロックだけでなく，ハリントンとシドニーのような共和主義者や共和国入め作品とも

統合させようとした仕方と理由」（113）を理解する一・つの鍵はそこにある。ハチスンは，自然法の論
　　OO　、　、　　、　、O　O　　、　　　　　　　　　　　　　　、　、　、
理の道徳感覚（経験主体）化による市民社会の歴史的分析を意図しながらも，その論理そのものが未

成熟で，ヒュームやスミスのように自然法原理を体制批判の歴史理論にまで高めえなかったため，
　　　　　　へ

その法学体系の中にシヴィク的な・moral　government論を導入し，シヴィク論理で市民社会の問

題をとく他なかったのである。ハチスンの道徳哲学体系の中核をなす自然法学が，当時のスコット
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヘ　　ヘ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヨ　　ヘ
ランドの現実に対する実践性をもたぬ抽象論理でしかなく，彼が道徳哲学者として実践的な政策提

案をするときには，シヴィクとして発言していた根本の理由はそこにある。ハチスンは，．合邦以後

のスコットランドの当面していた課題により前向きに答えるスコットランド啓蒙の基礎を築きなが

らも，理論そのものが未熟で理論と実践とが分裂していたため，のちのヒュームやスミスのように
　　　　　　　　　　　　　　　　　　リプライフレッチャ・一の提出した課題に理論的に解答することができずに，当時の人間が当面していた「富
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　レスポンス
と徳性」の両立，そのための経済的・道徳的改良という二重の実践課題にシヴィク的な応答をする

他なかったのである。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヘ　　へ　こうしたハチスンの理論的限界を揚棄してハチスンの開拓した道徳感覚原理に基づく自然法の論

理によってフレッチャーの提出した問題に解答することが，ハチスンの道徳感覚理論の影響下に出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　し　　コ発したヒェーム，ケイムズ，スミスの共通課題となったのであった。彼らは，ハチスンの市民社会

理論から仁愛原理を排除した「正義」論の構築を通して，この課題に接近することになったのであ

るが（114），その第一打者がデヴィド・ヒュームである。

（4）　ヒ　ュ　一　ム

　（1）　ヒュームは一般に懐疑主義者として知られ，自然法の存在そのものを否定したかのごとく

解されているが，ヒュームも実際にはシャフツベリ以来の反懐疑主義的な道徳的伝統に属するもの

として（115），シャフツベリが提唱し，ハチスンが理論化した道徳感覚原理に基づく自然法の経験主体

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　む化を主題としていたのであった。彼はその主題をハチスンの道徳哲学体系の基礎をなしていた「道
　　ヘ　へ

徳感覚」理論の実体性を除去し，その認識機能を継承した同感理論の構築を通して展開したのであ．

るが，こうした認識批判に基づく自然法の歴史的経験化に大きな役割を果したのが，ヒュームの神

学批判である。

　グロティウスとプーフェンドルフの自然法観が「神学的仮定」に立脚していたことは周知の事実

であるが，ヒュームがその思想形成の出発点にしていたハチスンも，「自然法の経験的基礎をなす、

社会的人間本性」は，神を究極原理とする「より大きな体系（system）の一部」をなすと考え，「人

聞本性を‘‘経験的に”研究す．るということは，実際にはそれを一つの構成された体系ないし全体と

して研究することに他ならない」（116）と考えていたのである。しかし，ヒュームは，こうした「道徳

的‘ニュートン主義’は真に経験的ではなく，……人間を‘‘体系”として研究するのは，存在（‘is’）
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と当為（‘ough七’）を混同することである」（117）として，ハチスンにも根強く残存していた自然法の

神学的仮定を批判することを通して，宗教的仮定から自由な科学的・経験的自然法の建設を意図し

たのであった。ヒュームは，ハチスンの道徳感覚理論から出発しながら，その実体性と形而上学的

独断をきびしく批判することによって，「自然法を地上に降ろし」，「人聞の社会的本性の観察された

事実のうちに自然法のより堅固な真に経験的な基礎を求め」〔118）ようとしたのである。彼が「高次の

正義は不完全義務を含む」と考えていたそれまでの支配的な自然法観における法と倫理の混同を訂
　　　　　　　　　　　　　　へ　　　もす一方，所有権＝正義を（道徳）感覚原理に基づいて心理学的に基礎付けたことの背景には，このよ

うな宗教批判があったといえるであろう（119。

　（2）　このような『人間本性論』の認識批判とそれに基づく社会理論がスミスの思想に大きな影

響を与えていることは明らかであるが，ヒュームは『人間本性論』に続く『道徳・政治部論集』や

『政治経済論集』では，こうした認識批判に基づく経験的自然法観をより具体的に展開している。

彼はこれらの論考で「自然法」の原理としての「人間の社会的本性（1nan’s　social　consti七ution）」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
の内実を明らかにするため，人間本性の歴史的社会的環境分析を行うことになったが，それがヒュ

ームにおける社会科学の成立を可能ならしめることとなったのであった。

　その成果を集約的に示しているのが『政治経済論集』の「商業論」と「奢修論」に代表される，

農一工分業を支柱とする商業自由論である。この商業自由論は，当時の民兵論争を契機とするもの
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヤ　　ヘ　　　　　　　　　　　　　　　　ヤ　　へ
として（120），商業と必修を試金石とする古代と現代の比較・両者の差異の論証を通して，フレッチ

ャー的な経済発展⇒奢修⇒腐敗⇒常備軍⇒専制のシヴィク・パラダイムに対して社会科学的な

解答を与えたものであった（121）。たとえば，彼は，『政治経済論集』の第一論文「商業について」で，

農業の剰余を奢修に向けずに大艦隊の建設に使った古代国家の政策の誤りを指摘し，「商業と自修」

とそれを支える製造業のないところでは，「剰余生産物を自分たちの快楽や虚飾に役立ちうる財貨

と交換することが全くできないから，……おのずから安逸の風習がひろまり」，「土地の大部分も未
　　　　　　　　　　　　　　　　　へ　　　ロ　　　　　　　　　　　　　　　ヤ　　へ
耕のままに放置される」（122）が，「奢f多の快楽と商業の利益とを知るようになる」と人々は安逸から

立ち上り活動的になる（123）ので，商業や奢修を否定することが反って人民の幸福に有害になる次第

を明らかにしている。第二論文の「奢修」論（この論文は，60年以降「技術における洗練について」と改

題された）では，「経済進歩の社会的・道徳的帰結」がより直接的な主題とされ，技術の洗練やそれ

に伴う奢修や商業は自然的に人聞を堕落させ尚武の精神を失わせるものではなく，反対に，アーツ

の進歩と奢修と商業こそが「イギリスの自由」と繁栄をもたらしただけでなく，人間の「精神と肉

体とに新しい力を増し加え」道徳的にも有益な効果をもたらす次第が，具体的に解き明かされてい

る（124）。「奢修は，道学者が訴えるような人を腐敗させる力をもつものであるどころか，社会のマナ

ーと価値とを積極的に高める」ものであり，「商業とアーツの進歩は，徳性だけでなく自由をも促

進する」Q25）と，ヒュームは考えていたのである。

　このようなヒュームの思想は，彼がシヴィクとちがって「商業と奢修」が富の増大に役立つだけ

でなく，道徳的にも有益な効果をもたらすと考えていたことを示しているが，この商業＝自由論が

フレッチャー的な「富と徳性」論への応答であることは，「ヒュームがアンドリュウ・フレッチャー

が始めたあの初期のスコットランド人の論争の諸段階をたどり直していたとみられうる」〔126）ことか

らも傍証される。ヒュームは，フレッチャーの提出したシヴィク・パラダイムに対し，農業余剰⇒

奢修⇒農工分業を核とした市民社会理論を展開することによって，商業と二二が経済発展（富裕）

だけでなく，自由な政府と人民の道徳的自由をも帰結する次第を論証しようとしたのである。

　このようなヒュームの商業自由論がスミスの思想，とりわけ60年代の：『法学講義』正義論に大き
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ
な影響を与えていることは明らかである。たとえば，上述の奢修の経済的効用論や，市民間の平等

が逆に「交易と製造業の発展を妨げ，中間層の出現を：不可能ならしめる」（⑳次第を論じた「古代人

口論」の議論などが，契約説批判や，権威と功利の原理による王政と民主政の区別などと共に，『法

学講義』の思想に影響を与えていることは，両者を対比するとき直ちに明らかにされる事実である。

スミスが『法学講義』で展開した古代≒現代の環境の差異の歴更的対比による商業と奢修擁護の視

角は，いずれもヒュームから学んだもので，スミスはヒュームから市民社会分析の論理と方法を共

に学んでいたのであるが，以上のようなヒュームの歴史社会理論がシヴィク・パラダイムと基本的

に相容れないことは，すでに繰返し指摘した通りである。ヒュームは，ハチスンが具体化しえなか

った自然法の歴史的経験化による現実分析の徹底を通して，ブンッチャーが展開したスコットラン

ド問題のシヴィク的解決の限界を明らかにし，商業社会の現実に即した新しい市民社会の倫理と論

理を構築することによって，当時のスコットランド人の当面していた富と徳性問題にフレッチギー

とは別の解答を提出しようとしていたのである。

　（3）　しかし，ヒュームがこうした問題意識をもっていたということは，必ずしも彼がすでにシ

ヴィクの限界をこえていたことを意味するものではない。彼は，現実の経済社会認識では上述のよ

うにシヴィクの限界をこえた商業＝ゲマインヴェーゼン論を展開していたにもかかわらず，いまだ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ぬ　　　ヘシヴィク伝統から離れえず，スミスのように同感原理に基づく新しい市民社会倫理を構築するに至

らなかったため，モーラルな理想はシヴォク的伝統概念にとどまっていたのであった。彼が，法学

の伝統に基づく「個人的利益追求」の自由を主張する一方で，そのための「法の下での自由（liber一

七yunder　the　law）」を「シヴィク的な参加の自由を享受するための前提条件である」（128）と考えて

いた一つの根拠はそこにある。彼は，J．ロバートスンのいうように，「商業が，長期的には各人が
シテイズンシツプ

市民の権利義務の物質的・道徳的必要条件を満足させることを可能ならしめるであろう」（129）とし

て，シヴィク的な市民理想を個人主義的な法理論と両立させようとしていたのである。彼が「幸福

に必要不可欠な国家における一般的徳性と良き倫理は，どんなに洗練された哲学の教説からも，最

もきびしい宗教の命令からさえも決して生まれるものではなく，賢明な法と制度の結果である青年

の道徳教育に全面的に基づくにちがいない」（130）としていたのも，同じような考え方によるものに他

ならないといえるであろう。彼は，近代自然法学の伝統に従って法の基礎を所有権に求めながら，

その一方ではシヴィクの伝統に従って「政府は，社会全体の風紀と品性に全般的責任を果さなけれ

ばならない」（131）と考えていたのである。

　「ヒュームが立法者の職分を高く評価し」（132），立法者の手による「完全な共和国についての設計

案」を構想していたことも，同様に彼がフレッチャーの継承者としてシヴィク伝統に属していたこ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヘ　　へ　　　　　　　　　ヘ　ヨ
とを示すものとして注目される。フンッチャーは，既述のように，経済発展と政治制度との矛盾を
む　　　へ　め

制度改革によって実現しようとしていたが，ヒュームはフレッチャー的な「良い制度」ないしハチ

スン的な「良い政治体制の設計図（good　plan　of　polity　or，　best　plans　of　civil　power）」（133）の実

現を「完全な共和国」構想に託していたのである。との設計案は，ハリントンやフレッチャーのそ

れとはちがって，進化的（evolutionary）な現実分析を踏まえたもので，「ハリントンの『オセアナ』

を改良する」’ことによって，問題を歴史的経験化しようとしたものであった（134）。彼は，「共和国と

王国双方の現状に適用可能でありながら，同時に，経済発展の‘‘自然の”要請とも……両立しうる」

「商業社会のための政府のモデル形態」を「統治の歴史的経験から抽出」（135）しょうとしていたので

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヘ　　へ　　の　あるが，なおかつ，そうした「完全な共和国」についての人工的な設計案を構想していた事実それ

自体に「ヒュームの政治的思考が最後までシヴィク伝統の枠組の内部に留まっていた」（136）といわれ
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る所以がある。ヒュームは，合邦以後のスコットランドの当面していた「富と徳性」問題に商業＝

自由（富＝徳性）論で答え，政府の形態そのものもすぐれて歴史的・進化的にとらえながらも，経済

発展と政治制度との緊張を解決するにはあくまでも制度改革が必要であるとして，フレッチャー的

な制度改革による経済発展を志向していたのである。

　（4）　ヒュームは，フレッチャーに従って制度改革による経済発展を意図していたのであるが，

スミスの道徳哲学も，当時のスコットランド社会が当面していた富と徳性問題，ないしそれに集約

される経済発展と政治制度との緊張の解決を主題としたものであった。スミスもヒュームと同様，

フレッチャーの提起した問題を自らの思想課題としていたのであるが，スミスの場合にはヒューム
　　　　　　ロ　　　のし　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コ　　マ　　へ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　へし　　り

のような制度改革による理想の人為的実現構想はみられず，市民社会のメカニズム分析による制度
つ　　へ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゐ　　ヘ　　　　　　　　　　　　ヘ　　ヘ　　　　　　　　　　　　　　　へ　　へ　　　　　　　　　　　　へ

批判が主になっている。ヒュームの「完全な共和国」論は，現実の政府批判のための理想の政府構
ヨ

想をしたものであったが，スミスは，のちに詳しく論証するように，四段階分析に基づく制度や慣
　　　　　ヘ　　ヘ　　へ　む　　　　　　　　　　　　　　　　ゐ　へ　ぬ　　　　　　　　　　　　　　　　　　む　マ　　ヘ　　　　へ　　ゐ

行・特権の歴史的批判から，その理論的根拠としての経済理論の構築に進んでいったのであった。

ヒュームとスミス間の距離がそこにあることは明らかであるが，こうした差異が生まれた一つの原

因としてほ，ヒュームの場合には市民社会の自然法則認識が理論的にはいまだ成立していなかった

点が考えられる。その点を典型的に示しているのが，ヒュームにおける同感論と正義論との分裂で

ある。

　周知のように，ハチスンの道徳感覚理論を同感論に組みかえたヒュームは，同感をコミュニケー

ションの原理とし，同感原理に基づく社会理論の展開を意図していたにもかかわらず，所有権の秩

序原理である正義は効用に基づくとして，正義論から同感論を排除したのであった。ヒュームは，

パチスンの道徳感覚理論を非実体化したより経験的な社会理論を展開しようとしながらも，社会部

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヤ　　　コ論の中核をなす「正義」論では同感原理は妥当しないとしたのであるが，これは，（道徳）感覚原理に

基づく社会理論，よりスミス的にいえば，同感原理に基づく自然法の社会科学的認識可能性の原理
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ポリ　ス
的否定を意味するものに他ならない。彼が正義＝公益（Public　U七ili七y）の実現を治政の主題とし，

経済進歩のための制度改革を意図したのも，こうしたヒュームの論理に対応するものであったとい

えるであろう。ヒュームは，スミスに先立ってフレッチャーの提起した「商業社会の道徳問題」の

社会科学的分析を志向し，伝統的シヴィク概念を法学の伝統と調和させ，「シヴィク概念の根底的

な修正」（137）を行うことによって，新しい市民社会の倫理と論理を構築しようとしたのであるが，彼

はスミスとちがっていまだ同感を正義（自然法）の原理とはなしえなかったため，フレッチャー的な

制度改革論の枠を完全には克服することができなかったのである。

　（5）　ヒュームが「シヴィク伝統の限界線に立っている」（138）といわれる根拠はそこにあるが，こ

うしたヒューム正義論の限界を克服して，啓蒙の第二世代の共通の目標であったハチスン道徳哲学

体系批判の課題を完成することが，スミスの思想主題となったのであった。スミスが，のちに詳し
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　くう
、く論証するように，ヒュームにおける同感論と正義論との分裂を揚棄した同感原理に基づく正義の
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　マ　ヤ　ヘ　　　　　　　　　　　　ヘ　ヘ　コ　ヨ　へ　む　　　　　　　　　　マ　ヘ　ヘ　ヘ　ヨ　む　　

自然法の客観的可能性の科学的論証によるシヴィク的徳性主義と重商主義的富裕観との両面批判を

『道徳感情論』から『法学講i義』をへて『国富論』に至る彼の社会科学体系の中心主題とした理由

はそこにある。その成果としての『国富論』の主題も，のちに理論的に論証するように，交換的正

義さえ守られれば，社会全体の配分的正義（エクイティ，ないし自然的正義）はおのずから実現されう

る次第を科学的に論証することによって，社会的正義や徳性を犠牲にしてひたすら富のみを追い求

める重商主義的富国観と，その批判者としてのシヴィクの提起した「富と徳性」問題に社会科学的
　リプライ
に返答する点にあったのであった。スミスの自然法がフランソワ・ケネーやジェームズ・ステユァ
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一トのそれとちがって「主体的自然法」と呼ばれ，スミスの経済学には人間が生きているといわれ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　へ　ぬ
る一つの背景もそこにある。この事実は，スミスの社会科学が道徳感覚原理による「富と徳性」問

題へのリプライである次第を知るとき，より明らかになることであろう。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヘ　　　ヘ　　　ヤ　しかし，スミスにおける経済学の生誕は，ハチスンとヒュ憎ムのみを直接の素材・対象にしてい

たのではない（139）。ハチスンーヒュームースミス間には，当時の先行経済学者以外にさらに，．ヒュ

ームやスミスと同じくハチスンの「道徳感覚」理論がら出発しながら，それを「共通感覚」化する

ことによって，トマス・リードへの道を拓いたケイムズ卿ヘンリ・ヒューム（1696－1782）がいたこ

とが忘れられてはならない。スミスは，ヒュームの懐疑主義とそれを否定したケイムズの常識哲学

の両面批判の上に自らの思想を展開したのであるが，ケイムズは，ヒュームにおける同感論と正義

論との分裂をいち早く批判する一方，スミスの正義論に具体的な素材を提供した法学者として，ス

ミスの思想形成に大きな役割を果しているので，次に稿を改めて少しく具体的に論及することにし

よう（140）。
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（133）　Hutcheson：S〃s診θ賜，　II，　pp．21S，219．

（134）　C五Robertson，　op．　cit．，　pp．169－174．
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補　　遺

スコットランド啓蒙書誌解題

一社会科学ドキュメンテーションー

　（1）18世紀思想の研究は，Mon七esquieuやRousseau，　Didero七とd’Alembertの刀πo〃・

6ZoP6搦θ，1751－80などに代表されるフランス啓蒙思想やAdam　SmithやQuesnayその他の啓

蒙の社会科学を中心に活発に行われてきたが，これまでの研究はいずれも18世紀後半の思想にス

ポットを当てたもので，18世紀前半の思想に関するわれわれの知識はほとんど白紙に近い状態であ

った。しかし，実際には18世紀初頭から啓蒙の社会科学の源流になるよりオリジナルな思想運動が

スコヅトランドを中心に展開され，その動態がヨーロッパの18世紀思想史全体の動向を規定して

いたのであった。それが最近，研究者の間で注目を集めているスコットランド啓蒙思想で，スミス

研究を契機に急激に活発化した最近のスコットランド啓蒙思想研究は，戦後のイギリス研究のハイ

ライトをなすものとして，その成果には刮目すべきものがある。わが国でもスコットランド関係の

文献の蓄積やビブリオの刊行がようやく活発化し，水田ビブリオ（水田洋，『スコットランド研究

のための書誌』1980）が刊行された時点よりその全体像も明確になりはじめているので，今後一層

の活発化が期待されるスコットランド関係の資料収集と研究進展の一助とするため，大まか1世紀

にわたるスコットランド啓蒙思想の動向を書誌的に概観したい。

　（■）スコットランド啓蒙の起源は，イギリス市民革命の火ぶたを切ったスコットランド長老派

の流れをくむ穏健派知識人の台頭に求められるが，〈啓蒙〉思想の鼓吹者はイングランド人のJohn

Locke（∠4％Essα〃60％oθ㌍％伽σ翫伽απ一回（1θ㌍蕊α％（混％g，1690）と，3rd．　Earl　of　Shaftes一

わury（σんαγ幅爾s毒励sげ伽θ％，鵬α％％θ僻8，0ρ禰。％3，翻伽θs，1711）であった。スコットラン

ド啓蒙の父は，このロックとシャフッベリの認識論を継承・展開したFrancis　Hu七chesonであっ

た（1）。彼は，1725年に∠4％伽αz占iγ〃伽加〃協。幅9伽αZo∫oz罪6♂θα80！6θα祝吻＆魎丁施eを

発表して，いわゆる「道徳感覚」理論を展開した。これはロックの『悟性論』の内観的方法を具体

的に展開することによって人闇の感情の道徳能力を証明したもので，この認識論はヒュームやスミ

スに18世紀科学の新しい方向を示したものとして，18世紀の啓蒙の社会科学の基礎を築いたもの

であった。

　（皿）　しかし，啓蒙が当時のスコットランド入の現実問題となったのは，1707年のイングランド

との合邦問題を契機に，スコットランドの経済的後進性と政治的従属性を打破するための政治と経

済の再建が彼らの共通課題となったためである。このUnionをめぐる論客群としては，合邦反対

派のGeorge　Ridpath（1702，1703，1704），　Patrick　Abercromby（1706），　Lord　Belhaven

（1706），Dugald　Campbell（1707）らと，合邦支持派のWilliam　Seton　of　Pitmedden（1700），

G．Mackenzie，　Earl　of　Cromarty（1702，1706）や，イングランド人の立場から合邦推進論をと

なえたDaniel　Defoe（1706，1709）やW．　Pa七erson（1706）の他に，　John　Clerkらの名があ

げられるが，18世紀の思想家に最も「深い永続的な衝撃」を与えた思想家はAndrew　Fletcherで

ある（2）。

　フレッチャーの思想の本質は，商業が腐敗＝常備軍＝専制を帰結するのに対し，民兵＝自由・徳

というcivicな経済発展論にある。それは，合邦→スコットランド近代化→経済発展→富裕→奢修
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→腐敗という，‘‘富と徳”のtensionの問題を提起したものであった。このようなフレッチャーの

思想の基底をなす彼の歴史的現状批判はスミスの歴史認識の基軸をなすものとして注目されるが，

　　　　　　　　　　　　　　　　ゐ　　　ヘフレッチャーは上の‘‘富と徳性”の両立の方法として，いわゆるcivic　virtue論，　civic的な独

立・近代化論を考えていたのであった。

　（IV）フレッチャーの歴史観の基礎をなしていた‘‘civic　humanism”とは，個人の道徳的完成

　　　　　　　　　　　　　　　　も　　　へが社会全体の共同生活への積極的な参加を通して可能になるというポリス思想である。それは，

vivere　civile，　virtus，　moral　valueの実現，そのためのmili七ia，　legislator等の概念を中核とす

るmoral　government論と，経済発展→奢修→腐敗論を特色とする思想である。　civicとは，一言

でいえば，古典的な共和主義思想であったのであるが，フレッチャーの思想はこのような古典的な

共和思想と，その基礎をなしていたagrarian　moaelで商業社会の問題に対処しようとしていた点

で本質的に反近代的な性格をもつものであった。しかしこうしたcivic的な思考様式はフレッチャ

ーのみのことではない。civic思想は，古典共和国の復活を理想としたN．　B．　Machiavelliから

はじまり，マキァヴェルリの影響を受けたモンテスキューやルソーをへて，Adam　Fergusonや

New　Englandersたちに大きな影響を与える一方，　James　H：arrington，　John　Mil七〇n，　Henry

Neville，　A．　Sidney等のCommonwea1七hmanの第一世代や，ハリントンの影響を受けたRobert

Moleswor七h，　A．　Fletcher，　John　Tolandらのneo－Harring七〇niansのみならず，カーマイケル，

ターンブル，ハチスンらのスコット啓蒙の第一世代から，ヒューム，スミスらの啓蒙の哲学者にま

で及んでいたのである。civic思想が大きく注目される所以は，それがこうした形でヒュームやス

ミスまでのスコット思想の共通の枠組をなしていた点にあるが，古典古代的なcivic思想がこのよ

うに18世紀思想に大きく受容された一つの理由は，当時の人間たちが当面した新しい商業関係の

発展に伴うWealth＆Virtueの問題に対する解答が他に見出しえなかった点にあったということ

ができるであろう。しかし，こうした古典的共和思想が18世紀のスコットランドやアメリカ植民

地でとくに支持された理由は，それが先進参加ないし先進国とのUnionに伴う経済的・政治的従

属の永久化に対する反体制・反先進国イデオロギーとしての意義をもつためであった。アダム・フ

ァーガスンやF．ハチスンらが熱烈なcivicであった所以はそこにある。しかし，それは新しい商

業社会の問題に農本モデルで答えようとした点に本質的な弱点をはらむものであった。civicの提

出したダウト，富と徳の緊張問題に対するより前向きのリプライの探求がスコットランド啓蒙思想

の主題となったのはそのためであるが，その思想的武器としての役割を果したのが自然法の理論で

ある。

　（V）スコットランドにおける自然法の系譜としては，第一に，ローマ法の受容によるスコット

ランド法の統一・近代化を意図したThomas　Craig：」麗弛％♂αZθ，1655，　James　Dalrymple，

工、ord　S七air：銑θ乃zs‘％窃オ和％80ゲ統θ五α”o！860据α？z（9，1681，　George　Mackenzie：銑θ血一

s臨触出％8（ゾ漉θ五側qプSoo孟Zα％♂，1684，　E．：Erskine等のローマ法学者の法理論が注目される。

しかし，より注目すべきは，S．　Pufendorf（Dθ」伽θ三目γαθ就Gθ幡山繭，1672，　Engl．　tr．

1703）とロック（肋。　野θα古is6s　（ゾσo砂θγ●？z？7¢θ？zち　1690）の導入・内面化に大きな役割を果した

Gershom　Carmichaelの＆1）魚偏。が盛dθq我。勿ん。鵬葱％θs窃。勿i8．．．θ碗翻。％o”α＿α

σθγsoん。鵬σ僻鵬i画αθZ，1718のもつ意義である（3）。

　18世紀のスコットランド自然法学の特色は，このカーマイケルのノートに従って，自然法を経
　　　　　　　　　　　へし　　ヘ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヘ　　　へ

験・主体化し，人間を「道徳感覚をもつ能動主体としてとらえると共に，道徳感覚の目で人間と社

会をみる道を拓いた点にある。それがハチスン（Pん伽80ρ爾αθ躍加α旛瓦8観厩勿α脇p脇砺．
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α擁α，’42，∠48〃s紹鵬（ザMoγαZP1認‘080pんμ，，55），ヒューム（∠4野θαあ8θ（ゾ魚働α％翫伽㌍θ，

，39一’40，醜sα劉8・配加α1（艶PoZ髭IoαZ，’41，　PoZ伽。αZ　1）isoo窃γsθ8，’52），スミス（7！認，，59，・LJ且，

’62一’63）の基本主題であったが，その創始者としてのハチスンの道徳感覚理論は実体主義的限界を

もつものであった。その批判的揚棄がヒュームとスミスの「同感」論の主題で，スミスは個人の道

徳感覚ではなく，相互同感に基づく新しい人一人関係倫理の確立によ．って，civic　vir七ue論に代わ

る新しいcivil　virtue論を確立に導いたのであった。それがスミスの『道徳感情論』の主題であっ

たが，同感は所詮主観的なものでしかない。そこで，その客観化のためのケースー環境分析をやっ

たことがスミスにおける経済学の生誕の最大のi契機となったのであった。こうしたスミス解釈を可

能にしたのはし・JAの発見（公刊，1978）で，それはスミスの思想形成をスコットランド啓蒙の系

譜の中でとらえるためのさまざまな手掛りを提供しているといえよう。

　しかし，このようなヒューム，スミス的な道徳感覚＝同感概念の主観性に反発した思想家たち

は，ヒュームやスミスと同じくハチスンの道徳感覚理論から出発しながら，道徳感覚をより共通感

覚（common　sense）化した常識哲学か，より功利主義的な思想を展開するこどとなったのであっ

た。それが，George　Turnbull（翫θ一Pγ②％o吻Zθ8（ゾ躍bγαZ．P痂Zo80p吻，’40），1｛enry　H：ome，

Lord　Kames（醜8吻8陣門θP麗％o勿Zθ8げ！曜加αZぜ吻（艶翫施γαZ　RθZ顔。π，，51）→Thomas

Reid（．4？z加g偏瑠励亡。オゐθ翫隅αりz沼煽。π統θPγ伽。盛μθs（ゾσo鵬鵬。π8θ？z8θ，’64，

五冶8α雪80π飾θ」励θZZθo古z占αZ　Po”θγs（ゾル臨％，’85，論sαン80％漉θノ40怖怖θPo”θγ8げ孤zη，

’88），James　Beat七ie（醜sα〃，，70，　EZθ鵬θ幡s（ゾM加αZ　80iθ％oθ，’90），　D．　S七ewart（EZθ鵬θ伽s

げ仇θP勉Zo80擁影qμんθ翫鵬α？z愚闇，，92，0幅Z貌θsげM加αZ　P隔Zosoρ吻，’93，1P配Zo一

』80P吻（ゾ施θ・40痂θ＆遡b㍑ZPo側θ7s（ゾ伽％，1828）らに代表されるスコットランド常識哲学

と，J．　Ben七hamの功利主義法学（・4飾α卿zθ幡。％σo”θ㍑祝θ窺，’76，1臨〃。伽。痂％ω痂θ

．P7伽。吻Zθs（ガMbγαZs£五θgi8Zα痂物，’89）の主題であった。この両者は，18世紀啓蒙の面出を

飾るものであるが，それは同時に道徳哲学と自然法学と経済学との分裂・三極分化を意味するもの

であった。アダム・スミスの『道徳感情論』6版改訂（1790）の一・つのライトモチーフは，こうした

時代の動向に対する反発ないし警鐘にあったといえるであろう。

　（VD　『国富論』に代表されるアダム・スミスの道徳哲学は，このようにフレッチャー以来のスコ

ットランドの思想家の共通主題であった‘‘Wealth＆Vir加e”の問題に対する解答として展開さ

れたも②として，正義の問題を中心主題とするものであったのであるが，こうしたスミス思想の主

題と本質は，スミスの思想展開に重大な媒介的役割を果したケイムズとスミスの思想関係の動態を

知るとき，より明らかになることであろう㈲。そこで最後に，ハチスン→ヒューム→タイムズ→ス

ミス間における思想の重層的形成・展開過程をケイムズの趣sα鯛，’51，研s加幅。協．Lαω「聾αoお，

’58，Pγi％o伽Zθ8（ゾEαz鷹営，’60と，スミスのTMS，1’59とLJA，’62一’63の出版年次と版の差

異に即して考察することにより，古典資料の収集・蓄積の重要性とそのもつ意義を古典研究の実践

例に即して事例研究的に明らかにすることにしたい。

一橋大学社会科学古典資料センター主催第6回西洋社会科学

古典資料講習会（1986年11月21日）テキスト再録
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（補遺注）

（1）ハチスンの著作とその翻刻版は，次の通りである。
　　1）　∫ηgz認㌍忽ぜ？z加醜θ0ゲゼgゼ？zατ（ゾ。％引Idθαs（ゾBθα％勿α？z（江砺7施θ，　Lond．，1725，2ed．，26，3ed．

　　　，29　4ed．’38　5　ed．，53．
　　　　　ナ　　　　　　　　　　　　　フ

　　2）R♀fiections　upon上aughter　and　Remarks　upon　the　Fable　of　the　Bees，　D％わZ伽既θん勿

　　　」廊㍑αZ，1725－26，Glasgow，1750．

　　3）　み％疎sα〃。％仇θハ厄伽γθα？z（江σo？z（施06げ漉θPαssio？z8．四日π伽s甜α認。％s　oπ漉θ撒）㌍αZ

　　　Sθ？z8θ．1」ondり1728，2ed．，30，3ed．，42，4ed．，56．

　　4）　（James　Arbuckle）：且σoZZθoあ。π（ゾ五θ麗θ少8α％♂醜8α写80％Sθ”θゲαZ　8葡ゴθo亡8，五α6θZ〃p励一

　　　Zisんθ〔江ぼπ6んθ1）％bあ％Jb麗㌍πα‘2　Lond．　1729．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，　　　　　　　　　　，

　　5）　1）θ乾α伽γα麗1乞。鵬唇？z脳ηz800iα鷹αオθ，　Glasgow，1730，2ed．，56．

　　6）　σo？z8idθ㌍α麗。？zs　o？z　Pα孟γo％αgθ8，∠4d（彰僧θs8θ（彩‘oオんθGθ備記θ？ηα？z（ゾ800泥α？z（江，　Lond．，1735．

　　7）　五θ髭θ？・8わθれ。θθπ61ZθZαカθ。潮㍗．σπわθ悌B辮・？zθ診，α？z己」瞼．π厩。んθso？z，　ooπoθ7ηzi？zg漉θ『㌍祝θ

　　　F・襯戯ゼ・％（ゾ砺吻θ・㌍諭アαZσ・・d％θ8S，　F・襯θ吻P秘bZ齢θ嗣乾伽ゐ・π♂・π」・窃㌍圃・

　　　Lond．，1735．

8）

9）

10）

11）

12）

Pん葱Zosop腕αθ。砿。㌍α麗s　1πs蹴山盛。σoηzpθ％面α㌍iα，　Glasgow，1742，2ed．’45，3ed．，55．

S〃η03）8②s。醜6αpんンs40αθ0％εoZoρゼα鵬θ診P％θ％？πα孟oZogiα？？z（ブ07η3）Zθo診θ？z8，1742，2ed．，44．

五sん。悌1窺γo翻。痂π捗oMb僧αZ　Pん伽sop吻，　Glasgow，1747，2ed．’55，3日間．，64．

ノ隻S宮sオθ？π（ゾ2頃）僧αZ1）ん甜080Pん〃，2vois，　Lond．，1755．

五〇φoαθσo即θ翻伽π，Pγαの。ケαθsの②ssθ伽痂dθP観080卿ぜαθ0吻ぜπθ，幻軌sg麗θ1卿θπ一

　　　607萄z己sα四川。窃Z亡oγ茄z也sPゲαθcip幅8，　Glasgow，17与6・

　Reprint　editions

　　　σoZZθo孟θ（江彫。娩8（ゾFゲα？zoゼ8　H撹。乃召80π，　hrsg．　von　Bernard　Fabian，7Bde．，　Hildesheim，1969，

　1971．

　　∠4乾1勿講論伽亡。腕θ0悔g珈αZ（ゾ。解∫dθαs（ゾ、Bθα窃吻（島1ηγ戯θ，　Rep．　of　2nd　edりN．Y．，1971，

　Rep．　of　4th　ed．，　Famborough，　Hanもs．，1969，　Peter　K：ivy　ed．，　The　Hague，1973．

　　且乾，醜8α〃0π漉θ翫伽僧θ⑰σ0η伽0カげ伽PαS8づ0π8・昼且、熊0あ0％S，”伽IZZ％8加α疹②0πS　Oπ仇θ

　砿oγαZSθπ8θ，　Rep．　of　lst　ed．　N．Y．，1971，　Rep．　of　3rd　ed．　Florida，1969．

　　刀Z％8甜α翻。πso％漉θ』4bγαZ　Sθπsθ，　ed．　by　Bernard　Peach，　Camb．，　Mass．，1971．

　　B翅θo痂πs叩。％Lα窃g配θ僧（艶Rθ祝αγん8噸。％漉θFαbZθ（ゾ漉θBθθs，　N．Y．，1971．

　　∠48〃s捗θηz（ゾ。砿oγαLPlaぜZosop勿，　N．Y．，1968．

（2）　フレッチャーの著作については，「アダム・スミスの会会報」No．53，1986・8，　PP・4－5に竹本洋氏の

作製した書誌が記載されている。

（3）プーフェンドルフの『義務論』のカーマイケル版は，1718年にグラスゴウで，S・P碗％doが客1）θ

q伽ぜoHo痴幅Sθ亡α伽，ゴ％Sオαεθσ鵬％伽㌍αZθ隅，　Z4bγ掘％0＿配漉0％0妙α，α鋭0亡αobs粥α6乞0π伽8

誘szゆPZθ観θ撹殆ασθγsん。祝。（】α㌍編醜αθZ，　Glasgow　1718という表題で刊行されたが，24年にはエジン

バラで，S．　P励？Z（io炉ぜ，」0θ（塀0②o　Hoη麗っzisθごσi麗S，」％り6ごαZθ9θ呪銘αむ％γαZθ窺Zぜb短d％0．　S％ppZθ一

物θ蛎ゼSθ60わSθ㌍勿α亡②0幅b％8伽α0αdθ偏αθ秘砂θ撹％6is粥乞臨α欄儲θ師伽S哲γα麗診Gθ僧8ん0りπ％8σα7煽一

漉αθZ．Editio　Secunda　priore　auctiqr　et　emendatior，　Edinburgh　1724と題する第2版が刊行されてい

る。『義務論』のカーマイケル版は，その他．に1739年にスイスのバーゼルで発行され，1769年にもオランダ

で刊行．されているが，バルベリャック版のように版を：重ねることはなかったようである。

　カーマイケルの著作としては，その他に，形而上学と道徳哲学に関する丁肋8θsP玩Zo80p配。αθ．．．S％6

PTαθ画面。　Gθ僧80ん。鵬づσαγ呪勿んαθZ，　P．P．，　G1asgow　1699と，既θsθs　P雇Zoso3）1認。αθ．．。S％6　P僧αθs葱（弱o

Gθ留。ん。痴CUγ煽漉αθZ，　P．P．，　Glasgow　1707と，論理学序説としての．　B惚面％80z6Zα」眈”od％o伽αd

五〇9初α勉，Glasgow　1720，　Edinburgh　1722，ならびに，形而上学と聖霊論に関するS〃％oP8殆丁舵oZoσ毎θ

N己伽γα温血θNb襯αθ，　Dθ翫is亡θ漉α，。4伽づわ漉sθε⑳θγα口幅伽8，　S％？π煽翫目偏s，θ劣⑫sα

惚物窺N碗％Tα，．S戯口08αθ画粥％加‘狛粥茄πsαooo呪呪od碗α，　Edinburgh，1729があるが，いずれも未

見である。

（4）一橋大学社会科学古典資料センター所蔵のケイムズの著作は，次の通りである。

　醜8α〃80？z仇θP幅％o吻Zθ8（ゾMo7αZi勿α？z♂血伽㌍αZ　EθZ匂面π，1s七ed・Edinburgh，1751（同センタ
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請求記号，A－B　158）．

　1弼s60梶。αZ五αzo－T㌍α06s，1st　ed．　in　2　vols，　Ediuburgh　1758（R　5142，5143），2nd　ed．　Edinburgh

1761（A－B237）．

　P併伽。吻Zθs（ゾ1ジg幅勿，1st　ed．　Edinburgh　1760（A－B　251），3rd　ed．　in　2　vols，　Edinburgh　1778（A－

8234）．

　研θ脱θ蛎β（ゾσ幅痂68窺，1st　ed．　in　3　vols，　Edinburgh　1762（A－B　241）．7th　ed．　in　2　vols，1788

（A－A971）．

　S為θ疹。んθ8げ醜θ躍s♂o吻（～プ丑血％，1st　ed．　i112vols，　Edinburgh　1774（A－B　157）．

　1ワZzるoi（江α痴。％s惚8pθo諭zg漉θσoηzηzo？z（昼S彦α伽彦θ五αω（ゾ860診Zα？z♂，1st　ed．　Edinburgh　1777（A－

8236）．

　Loosθ疏？z68％po％1粥窃。α痴。？z’σ勉げ匂oo％06㌍？z伽g亡ゐθC物Z伽ゲθげ漉θ飽α％，1st　ed．　Edinburgh，

1781（A－B233）．

　TIZθσθ？Z渉Zθ窺απFα俄θ㌍，わθ動9απα麗θり？Zμ診。　iηz鯉0”θ・49㌍伽伽㌍θ，わ〃8励ゴθ0伽9麗診0漉θカθ8古

げ㌍α古茗。％αZp幅？zo吻Zθ8，4th　ed．　Edinburgh，1798（Franklin　4132），6th　ed．1815（A　739）．

　このうち『法吏考』初版は，拙稿「タイムズ研究事始」（一橋大学社会科学古典資料センター年報，No．7，

1987．3）執筆時には著者名カードへの転記がなされないまま，他の匿名の法学論文カードにまじっていたた

め所蔵が確認されなかったもので，燈台下暗しとはいえ汗顔の至りであるが，初版は，2版以降とちがって，

2巻本で，第1巻は，序文17P．本文430　P．（丁蛾et　VIIまで）で，第2巻は，本文21g　P．　ApPendix　54　P．

からなっている。上記の「研究事始」で紹介した2版との主要なちがいは，活字のポイントを落として組み

かえた点で，本文自体は，一部にごくわずかな単語の変更・訂正ないし削除・追加と文章の省略がみられる

他，Appendixでの引用文献のページが変更になっている位で，「追補・訂正」がなされた3版以降とちがっ

て内容的な変更は皆無に近い。2版は，初版のポイントを落として組みかえただけで，初版をそのまま翻刻

したものとみてよいであろう。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（神奈川大学教授）
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